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土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く

な
っ
て
、　

年
中
に
相
続
な
ど
の

３０

登
記
が
完
了
し
な
い
場
合
は
、
登

記
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
相
続

な
ど
の
事
実
に
よ
り
、
実
際
に
土

地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い
る
方
を

届
け
出
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
既
に
対
象
者
の
「
相
続

人
代
表
者
指
定
届
出
書
」
ま
た
は

「
固
定
資
産
（
相
続
財
産
）
現
所

有
者
届
書
」
を
届
け
出
済
み
の
方

は
不
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２
７

へ
。

市

立

保

育

園 

パ
ー
ト
保
育
士
・
臨
時

保
育
士
・
臨
時
看
護
師

　
市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の
パ

ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
・
育
休
な

ど
の
代
替
と
し
て
の
臨
時
保
育
士

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

①
パ
ー
ト
保
育
士

　
【
勤
務
時
間
】午
前
７
時
～
９
時

の
１
～
２
時
間
と
午
後
４
時
半
～

６
時
半
の
１
～
２
時
間
（
は
く
さ

ん
保
育
園
、
し
ん
か
わ
保
育
園
、

ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
は
、
午
後
７

時
ま
で
）

　
【
対
象
】
有
資
格
の
方

　
【
賃
金
】
時
給
１
１
３
０
円

②
臨
時
保
育
士

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
～
午

後
５
時

　
【
対
象
】
有
資
格
の
方

　
【
賃
金
】
時
給
１
０
５
０
円

③
臨
時
看
護
師

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
～
午

後
５
時
。
週
３
日
～
５
日
（
要
相

談
）
　
【
勤
務
地
】
は
く
さ
ん
保
育
園

　
【
対
象
】看
護
師
資
格
を
有
す
る

方
（
正
・
准
い
ず
れ
も
可
）

　
【
賃
金
】
時
給
１
６
４
０
円

　
申
し
込
み
は
履
歴
書
（
写
真
貼

付
）
を
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所

２
階
）
へ

持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

登
録
制
の

た
め
履
歴

書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
同
課
施
設
給
付
係
☎

４
７
０
・
７
７
４
５
へ
。

学
童
保
育
所
の 

職
員
募
集
説
明
会
を 

開

催

し

ま

す

　
学
童
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員

（
児
童
厚
生

員
）
を
募
集
し

ま
す
。
次
の
通

り
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方

は
ど
な
た
で
も

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】　

月
９
日
（
火
）
午
前

１０

　
時
半
～　
時
半

１０

１１

　
【
会
場
】市
役
所
６
階
６
０
２
会

議
室
　
【
説
明
内
容
】学
童
保
育
所
に
つ

い
て
、
児
童
厚
生
員
（
嘱
託
員
・

臨
時
職
員
）
の
仕
事
の
内
容
、
応

募
資
格
な
ど

　
当
日
直
接
会
場
へ
。

　
詳
し
く
は
児
童
青
少
年
課
児
童

青
少
年
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

　
国
民
健
康
保
険
は
、
私
た
ち
の

健
康
と
生
命
を
守
る
大
切
な
制
度

で
す
。
国
民
健
康
保
険
の
健
全
な

運
営
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◎
一
般
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】２
万
５
４
７
１
件

　
【
診
療
費
】６
億
３
３
１
４
万
４

９
５
８
円
（
前
年
度
比
１
０
１
・

３
％
）
▼
１
件
当
た
り
の
金
額
＝

２
万
４
８
５
７
円

◎
退
職
被
保
険
者

　
【
診
療
件
数
】
１
９
１
件

　
【
診
療
費
】４
７
３
万
７
２
０
円

（
前
年
度
比　
・
９
％
）
▼
１
件

３６

当
た
り
の
金
額
＝
２
万
４
７
６
８

円
　
※
出
典
は
国
民
健
康
保
険
毎
月

事
業
状
況
報
告
（
６
月
報
）。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
☎
４
７

０
・
７
７
３
３
へ
。

　
市
で
は
、
市
の
公
益
の
増
進
に

寄
与
し
、
市
民
の
生
活
と
文
化
の

向
上
に
特
に
功
労
の
あ
っ
た
方
を

表
彰
し
ま
す
。

　
今
年
は　
月
７
日
（
日
）
午
後

１０

１
時
半
か
ら
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

（
市
役
所
１
階
）
で
表
彰
式
典
を

開
催
し
、
表
彰
状
を　
人
の
方
と

３３

３
団
体
に
、
感
謝
状
を
２
人
の
方

に
贈
呈
し
ま
す
。

　
※
手
話
通
訳
者
あ
り
。

　
表
彰
さ
れ
る
方
は
次
の
通
り
で

す
。
　
【
表
彰
状
】産
業
功
労
＝
２
人
▼

技
能
功
労
＝
４
人
▼
保
健
衛
生
功

労
＝
１
人
▼
社
会
福
祉
功
労
＝
４

人
▼
防
災
功
労
＝
６
人
▼
行
政
功

労
＝
９
人
▼
納
税
功
労
＝
２
人
▼

市
民
体
育
功
労
＝
３
人
と
３
団
体

▼
文
化
功
労
＝
２
人

　
【
感
謝
状
】土
地
の
寄
附
＝
２
人

　
詳
し
く
は
秘
書
広
報
課
秘
書
係

☎
４
７
０
・
７
７
１
２
へ
。

　
　
月
１
日
（
月
）
は
、
国

１０
民
健
康
保
険
税
第
３
期
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
第
３

期
の
納
期
限
で
す
。
最
寄
り

の
金
融
機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
（
郵
便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
で

お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

　
東
久
留
米
駅
周
辺
に
お
け
る
恒

久
的
な
自
転
車
等
駐
車
場
の
確
保

を
目
的
と
し
た
「
東
久
留
米
市
駅

周
辺
自
転
車
等
駐
車
場
整
備
計

画
」
に
沿
っ
て
作
成
し
た
「
東
久

留
米
駅
西
口
第
１
・
第
２
自
転
車

駐
車
場
（
案
）」
に
つ
い
て
、
都
市

計
画
法
第　
条
第
２
項
に
お
い
て

２１

準
用
す
る
同
法
第　
条
の
規
定
に

１７

基
づ
き
、
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　
な
お
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
、

市
民
お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る
方

は
、
市
長
に
対
し
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
期
間
・
場
所
】
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
９
月　

日
１８

（
火
）
～　
月
２
日
（
火
）
の
午

１０

前
８
時
半
～
午
後
５
時
に
、
直
接

管
理
課（
市
役
所
５
階
４
番
窓
口
）、

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧

に
な
れ
ま
す

　
【
意
見
書
の
提
出
方
法
】縦
覧
期

間
中
に（
必
着
）、〒
２
０
３
儿
８

５
５
５
、
市
役
所
管
理
課
宛
て
郵

送
、
ま
た
は
直
接
同
課
へ
持
参
し

て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
同
課
管
理
調
整
担
当

☎
４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

　
　
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

３１
計
画
税
の
課
税
に
当
た
り
、
土
地

の
利
用
状
況
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
は
、
市
職
員
が
市
内
全
域

を
自
転
車
で
巡
回
し
、
更
地
だ
っ

た
土
地
に
家
屋
が
建
築
さ
れ
る
と

い
っ
た
土
地
の
利
用
状
況
の
変
化

な
ど
に
つ
い
て
、
主
に
目
視
で
確

認
す
る
も
の
で
す
。
実
施
期
間
は

　
月
～　
月
ご
ろ
で
す
。

１０

１２

　
※
市
職
員
は
調
査
時
に
「
固
定

資
産
評
価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
へ
。

　
市
で
は
、
経
済
的
な
理
由
な
ど

に
よ
り
、
公
立
小
・
中
学
校
で
掛

か
る
費
用
が
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
家
庭
に
対
し
て
、
教
育
費

の
一
部
を
援
助
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方

や
新
た
に
市
外
か
ら
転
入
し
た
方

は
、
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）
で

至
急
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
家
庭
】こ
の
制
度

を
受
け
る
に
は
、
お
子
さ
ん
と
生

計
を
一
に
す
る
方
全
員
が
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
生
活
保
護
の
停
止
ま
た
は
廃
止

を
受
け
た
方
▼　
年
度
市
民
税
が

３０

非
課
税
ま
た
は
減
免
の
方
▼
個
人

事
業
税
が
減
免
の
方
▼
固
定
資
産

税
が
減
免
の
方
▼
国
民
年
金
の
掛

け
金
が
減
免
の
方
▼
国
民
健
康
保

険
税
が
減
免
の
方
▼
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
方
▼
生

計
を
一
に
す
る
全
員
の
収
入
金
額

（　
年
分
）が
認
定
基
準
以
下
の
方

２９
　
詳
し
く
は
同
課
学
事
係
☎
４
７

０
・
７
７
７
９
へ
。

　
都
で
は
、「
東
村
山
都
市
計
画
道

路
３
・
４
・　

の
１

１５

号
新
東
京
所
沢
線
」

お
よ
び
「
東
村
山
都

市
計
画
道
路
３・４・

　
号
新
小
金
井
久
留
米
線
」
の
都

１８市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
を
実
施
し

ま
す
。
同
案
に
意
見
の
あ
る
市
民

お
よ
び
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、

縦
覧
期
間
中
、
都
へ
意
見
書
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
【
縦
覧
期
間
・
場
所
】
土
曜
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
９
月　

日
１９

（
水
）
～　
月
３
日
（
水
）
に
、

１０

都
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
都

庁
第
二
本
庁
舎　
階
北
側
、
時
間

１２

は
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）、新
座

市
ま
ち
づ
く
り
計
画
課
（
同
市
役

所
３
階
、
時
間
は
午
前
８
時
半
～

午
後
５
時　
分
）、ま
た
は
市
都
市

１５

計
画
課
（
市
役
所
５
階
、
時
間
は

午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
）

　
【
意
見
書
の
提
出
方
法
】　
月
３

１０

日
（
水
）
ま
で
に
（
必
着
）、
都
都

市
計
画
課
へ
提
出
を

　
詳
し
く
は
同
課
☎
０
３
・
５
３

８
８
・
３
２
２
５
へ
。

日
ご
ろ
の
備
え

　
今
年
の
夏
は
、
全
国
的
に
最
高

気
温
や
降
雨
量
な
ど
の
記
録
を
塗

り
替
え
る
気
候
変
動
が
み
ら
れ
ま

し
た
。

　
東
京
で
も
梅
雨
明
け
が
６
月
末

と
い
う
記
録
的
な
速
さ
を
記
録
し
、

さ
ら
に　
度
を
超
す
酷
暑
も
観
測

４０

さ
れ
る
な
ど
、
今
ま
で
に
経
験
し

た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
気
候
の
変

動
を
感
じ
ま
す
。

　
ま
た
、
昔
で
あ
れ
ば
「
に
わ
か

雨
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
昨
今
の
集
中
豪
雨

は
、
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の

な
い
よ
う
な
記
録
的
な
大
雨
や
局

地
的
な
短
時
間
豪
雨
が
頻
発
し
て

お
り
、
日
本
各
地
で
災
害
が
発
生

し
て
多
く
の
被
害
が
出
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
気
候
の
中
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
安
全
な
生
活
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
日
ご
ろ
の
備
え

と
危
機
管
理
の
強
化
が
必
要
で
す
。

　
普
段
か
ら
災
害
の
発
生
を
想
定

し
、
備
蓄
や
避
難
方
法
を
意
識

し
、
訓
練
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
　
特
に
高
齢
の
方
や
支
援
を
要

す
る
方
は
注
意
が
必
要
で
す
。

先
日
、
防
災
関
係
者
か
ら
お
話

を
伺
い
ま
し
た
が
、や
は
り「
地

域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
大
切
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

避
難
す
る
際
に
声
を
掛
け
合
い

な
が
ら
迅
速
に
行
動
し
た
地
域

は
被
害
が
少
な
い
よ
う
で
す
。

近
隣
の
方
と
の
関
係
構
築
も
含

め
、
万
が
一
の
対
応
を
考
え
て

み
て
く
だ
さ
い
。
市
で
は
、
市

内
の
浸
水
予
想
区
域
や
急
傾
斜

地
崩
壊
危
険
箇
所
、
避
難
所
な

ど
の
場
所
、
災
害
発
生
を
想
定

し
た
準
備
や
地
震
発
生
時
の
行

動
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
記
載
し

た
防
災
マ
ッ
プ
、
洪
水
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
作
成
し
て
い
ま
す

の
で
、
自
宅
周
辺
の
確
認
や
災

害
対
策
の
資
料
な
ど
に
活
用
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

市長

外
国
籍
の
方
も
国
民
年

金
の
加
入
が
必
要
で
す

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
所

を
有
す
る　
歳
以
上　
歳
未
満

２０

６０

の
方
が
加
入
す
る
制
度
で
す
。

外
国
籍
の
方
も
国
民
年
金
に
加

入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
、
受
給

要
件
（
※
）
を
満
た
せ
ば
「
老
齢

基
礎
年
金
」
は
も
ち
ろ
ん
、
万
が

一
、
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
害

が
残
っ
た
場
合
に
は
「
障
害
基
礎

年
金
」、亡
く
な
ら
れ
た
場
合
に
は
、

そ
の
配
偶
者
や
子
に
「
遺
族
基
礎

年
金
」
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
短
期
間
で
帰
国
し
受
給

要
件
を
満
た
さ
な
か
っ
た
場
合
で

も
、
保
険
料
の
支
払
期
間
が
６
カ

月
以
上
あ
れ
ば
、
帰
国
後
２
年
以

内
に
請
求
す
る
こ
と
で
、「
脱
退
一

時
金
」
が
受
け
取
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
本
人
が

加
入
手
続
き
を
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
厚
生
年
金
保
険
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
方
▼
厚
生
年
金
保
険

な
ど
に
加
入
し
て
い
る
方
の
被

扶
養
配
偶
者

　
※
法
改
正
に
よ
り
「
老
齢
基

礎
年
金
」
の
受
給
資
格
期
間
が

　
年
か
ら　
年
に
短
縮
さ
れ
ま

２５

１０

し
た
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

都
の
都
市
計
画
の
案
に
関
す

都
の
都
市
計
画
の
案
に
関
す
るる

縦
覧
を
実
施
し
ま

縦
覧
を
実
施
し
ま
すす

「
東
久
留
米
駅
西

「
東
久
留
米
駅
西
口口

第
１
・
第
２
自
転
車
駐
車

第
１
・
第
２
自
転
車
駐
車
場場（
案
）

（
案
）」
の
」
の

縦
覧
を
実
施
し
ま

縦
覧
を
実
施
し
ま
すす

就
学
援
助
費
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

土
地
・
家
屋
の
所
有
者

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
がが

亡
く
な
っ
た
際
の
手
続
き
に
つ
い

亡
く
な
っ
た
際
の
手
続
き
に
つ
い
てて

固
定
資
産
税
の

現
況
調
査
（
土
地
）
を
行
い
ま
す

　

年
３
月
分
の
診
療
費
を

３０

お
知
ら
せ
し
ま
す

国
民
健
康
保
険

納
税
に
ご
協
力
を

月
７
日
（
日

　

月
７
日
（
日
））

１０１０
年
度
表
彰
式
典
を
開
催
し
ま

　

年
度
表
彰
式
典
を
開
催
し
ま
すす

３０３０


